
【南島原市】 

学習用端末の利活用に係る計画  

  

１．１人１台端末を活用したＩＣＴ環境による目指す児童生徒の学びの姿  

（１） これまでの教育実践とＩＣＴ機器の利活用を適切に組み合わせることで、児童生徒

一人一人の特性・学習進度・学習到達度等に応じた重点的な指導や教材等の工夫を行

うことができる「個別最適な学び」と、自他の考えを理解し、認め合い新たな考えに

出会う「協働的な学び」を推進することで「主体的・対話的で深い学び」を実現する

ことができる。 

 

（２） 児童生徒に学習用端末を活用させることで「学習の基盤となる資質・能力」の一つ

である「情報活用能力」を培うことができる。 

 

（３） 児童生徒の発達の段階に応じて、授業だけでなく家庭での利活用を推進すること

で、「だれもが、いつでも、誰とでも、自分らしく学べる」学習環境を構築すること

ができる。 

 

２．ＧＩＧＡスクール構想第１期の総括  

（１）成果 

第１期においては、市内全ての小中学校に学習用端末を配備し、通信ネットワーク

を整備してきた。学習用端末導入期では「どういった場面で活用できるか」という視

点で研修を深め、活用を進めてきた。たとえば授業においては、チームスを活用し、

課題の配付や、フォームスによるアンケートの実施、共同編集ソフトを用いた学習な

どを取り入れてきたため、端末の活用や操作に関する能力については向上した。 

 

（２）課題 

① 授業における学習用端末の活用は、教員のＩＣＴスキルに大きく左右される現状が

ある。ＩＣＴ活用が教員のスキルに左右されるのではなく、学習用端末を有効活用で

きる場面を設定した授業を計画していく必要がある。 

② ＷｉｎｄｏｗｓＯＳはアップデート等の処理が高度で頻繁にメンテナンスが必要な

ため、学校によっては通信速度に大きな影響が出る場合があった。 

 

（３）第２期に向けて 

① 学習用端末ＯＳをＷｉｎｄｏｗｓＯＳからＣｈｒｏｍＯＳへと変更するため、これ

までのＩＣＴ教育の教育効果を深く検証するとともに、ＣｈｒｏｍＯＳの新たな活用

場面を検討し、「主体的・対話的で深い学び」「個別最適な学び」の構築に向けた更な

る充実を図ることである。 

② 個人情報の取り扱いや著作権、人権への配慮など、更なる情報モラル教育の推進が

必要である。  

③ 「主体的・対話的で深い学び」「個別最適な学び」の実現のために、授業を基盤と 

して学習用端末を活用し、児童生徒同士や多様な他者と協働する学習に取り組んでい

く。また、情報モラル教育の充実を図ることによって、学年の実態に応じた指導を継

続し、ＰＴＡや関係団体とも連携しながら情報モラルの育成を図っていく。  



④ 学習環境については、「書く活動」を行えるよう、タッチペン等の整備を進めてい

く。  

  

３．ＧＩＧＡスクール構想第２期における学習用端末の利活用推進  

（１）学習用端末の積極的活用に関して  

校務ＤＸと並行して推進することで、教職員のＩＣＴ活用スキルを高め、授業で積 

極的に活用できるようにする。  

ＩＣＴ研修会（ＣｈｒｏｍＯＳ）において、ＣｈｒｏｍＯＳのアプリを全教職員が

有効に活用できるように研修を充実させる。 

また、学習用端末の活用事例の共有や教材等の共有を図り、教員や児童生徒がデジ

タル教材等を実践的に活用できるようにする。 

  

（２）個別最適な学び・協働的な学びの充実に関して  

第１期に続き学習用端末を用いた学習を継続し、児童生徒自らが自分の課題に応じ

て学習できる環境を整える。 

 

（３）授業以外の活用法について 

学習用端末のアンケートアプリ機能等を利用し、希望する児童生徒が気軽に教育 

相談を受けられる体制を整備する。 

また、不登校児童生徒への授業配信ができる環境を整え、学校と児童生徒が繋がる

体制を整備する。  

   


